
平成 29 年 4 月 28 日 

組合員各位 

大阪府印刷工業組合 

組織サービス委員会 

 

「日本印刷個人情報保護体制認定制度」講習会開催のご案内 
 

平成 17 年に個人情報保護法が施行され、個人情報を扱う印刷業はその情

報の取得・保全利用に関する基礎知識や管理体制の整備が必須となり、社

会的認知度のある財団法人日本情報処理開発協会のＰマーク(プライバシ

ーマーク)や情報セキュリティマネジメントシステムＩＳＭＳなどの認証

取得を取引先などから求められるようになっています。 

東京都印刷工業組合では、「Ｐマーク」や「ＩＳＭＳ」より印刷業に特化

した印刷関連業者を対象とした対外的に評価が得られる個人情報保護基準

として、日本印刷個人情報保護体制認定制度（ＪＰＰＳ）を立ち上げ、平成 26 年度より、全印工連事業

として実施しています。 

つきましては、大阪府印刷工業組合においてＪＰＰＳ講習会（認定取得）を下記のとおり開催致します

ので、個人情報保護管理体制の構築にぜひご参加ください。 

１．日時／場所 

日 時 場 所 

① ６月２７日(火) 14:00～17:00  

大阪印刷会館 

４階大会議室 
大阪市都島区中野町 4-4-2 

 

② ７月２５日(火) 14:00～17:00 

③ ８月２２日(火) 14:00～17:00 

④ ９月２６日(火) 14:00～17:00 

⑤１０月２４日(火) 14:00～17:00 

◆申請日 １１月２８日(火) 9：00～17：50 予定（1 社あたり約 40 分） 

２.募集人員  １０ 社（先着順）（※最小催行社数 ５社） 

３.受講料  （講習会５日間／1 社 1 名・テキスト・ＣＤデータ代込み） 

※受講料については参加社数によって異なります。尚、５社に満たない場合は開催いたしません。 

５月２０日で一旦〆切り、その後、開催の有無を判断し、受講料を決定いたします。 

まずは、ご検討よろしくお願いいたします。 

   

 ◆概算では、下記のとおりとなります。ご参考にして下さい。 

１０社(各社 1 名)参加の場合 １１０，０００円  ／ ５社(各社 1 名)参加の場合 １４０，０００円 

        ※各社２人目より、５，４００円をご負担いただきます。 

４．認定方法  

講習会全 5 回出席を条件に、申請書類提出後、書類審査、ヒアリングを実施し判定します。 

 

５．申請認定料 １６，２００円 

６．許諾証発行手数料 １枚 ３，２４０円 



 

 

 

 

 

７．認定期間   ２年間  

但し、認定 1 年後の中間講習（1 回約２時間）、2 年後の更新講習（１回約２時間）の受講が

必須です。（※東京工組が実施する更新講習会への参加も可能） 

 

■１年後 

 （１）中間講習会の実施（１回・約２時間） ※更新の際には、更新講習受講後、更新書類の提出が必要です。 
（中間講習受講料が必要です。）  

■２年後 

 （１）更新講習会の実施（１回・約２時間） ※更新の際には、更新講習受講後、更新書類の提出が必要です。 
（更新講習受講料が必要です。 及び 許諾証発行料１枚３，２４０円）  

 
※１年後の中間講習受講料・２年後の更新講習受講料につきましては、参加社数によって受講料が異なります。

大阪開催の有無につきましては、参加社数が決定しだい、改めて受講料を連絡させていただきます。 

 

８．申込方法 

①下記にご記入の上、ＦＡＸ送信下さい。        

②申し込み受付後、５月 22 日以降に貴社へ受講料の請求書と当日のご案内を送付します。 

申込み後のキャンセルはできかねますので、よくご検討の上、お申込みください。 

９．申込締切日  平成２９年５月２０日 

１０．問い合わせ 大阪府印刷工業組合  TEL：06-6353-3035 

大阪府印刷工業組合 宛     FAX 番号：06‐6352‐2360 

                             平成 29 年   月   日 

大阪府印刷工業組合 「Ｊ  Ｐ  Ｐ  Ｓ  講 習 会 」参加申込書 

事業所名 

 

（所属工組 京都府印刷組合) 

代表者名 

連絡ご担当者 TEL 

 

FAX 

Ｅ-mail  

請求先住所〒（       ） 

受講者名 

① 

 

② 

 

 

③ 

 

④ 

 

※申込書の内容は本講座以外の目的には使用しません。 


